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令和元年第３回西予市議会 総務常任委員会会議録 

 

１．招 集 年 月 日 令和元年９月１３日 

１．招 集 の 場 所 第３委員会室 

１．開     会 令和元年９月１３日 

          午前９時００分 

１．閉     会 令和元年９月１３日 

          午後３時０４分 

１．出 席 委 員        

    ３番  宇都宮 俊 文 

７番  佐 藤 恒 夫（委員長） 

９番  竹 﨑 幸 仁 

    12番  井 関 陽 一 

    13番  菊 池 純 一 

    14番  中 村 敬 治 

    16番  兵 頭   学（副委員長） 

１．欠 席 委 員 

   な し 

説明のため出席した者の職氏名 

   総務企画部長  三 好 敏 也 

   総 務 課 長  山 住 哲 司 

   税 務 課 長  浜 田 直 浩 

   財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

危機管理課長   谷 川 和 久 

   まちづくり推進課長  一 井 健 二 

   教 育 部 長  宇都宮   裕 

   教育総務課長  垣 内 俊 樹 

   学校教育課長  冨 永 達 也 

   消防本部消防長  佐 藤 克 也 

   消防総務課長  酒 井 広 一 

   議会事務局長   冨 永   誠 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 次 長  山 下 一 彦 

１．審 査 日 程   別紙のとおり 

１．審査に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      審  査  日  程 

  

 １ 議案第 134号 西予市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関す

る条例制定について 

   議案第 135号 地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例制定に

ついて 

議案第 136号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

議案第 143号 令和元年度西予市一般会計

補正予算（第２号） 

議案第 145号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正

予算（第１号） 

請願第  1号 山田薬師巨石の保存を求め

る請願書について 

陳情第  4号 「家庭教育支援法」の制定

を求める意見書について 
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本日の審査に付した事件 

 

 １ 議案第 134号 西予市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関す

る条例制定について 

   議案第 135号 地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例制定に

ついて 

議案第 136号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

議案第 143号 令和元年度西予市一般会計

補正予算（第２号） 

議案第 145号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正

予算（第１号） 

請願第  1号 山田薬師巨石の保存を求め

る請願書について 

陳情第  4号 「家庭教育支援法」の制定

を求める意見書について 
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会 議 の 経 過 

開会 午前９時００分 

 

〇兵頭副委員長 

これより令和元年第３回定例会総務常任委員会

を開会いたします。開会に当たり、佐藤委員長よ

り御挨拶があります。 

〇佐藤委員長 

 挨拶を行う。 

〇兵頭副委員長 

次に、佐藤消防長より挨拶をお願いします。 

〇佐藤消防長 

 挨拶を行う。 

〇兵頭副委員長 

議案審査に移る前に注意事項を申し上げます。

発言の際は挙手をして、委員長の許可を得て発言

をお願いします。それではこれよりの審査は委員

長が行います。 

 

【消防本部 消防総務課】 

〇佐藤委員長 

それでは、議案第143号 令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）消防総務課所管分を議題

といたします。酒井消防総務課長の説明を求めま

す。 

〇酒井消防総務課長 

議案第143号 令和元年度西予市一般会計補正予

算（第２号）消防本部所管分について説明させて

いただきます。今回補正を予定しておりますの

は、災害時における消防団のより効果的な救助活

動を行うための資器材等の購入費用を計上するも

のでございます。 

予算書の８ページをお開き願います。歳入歳出

補正予算事項別明細書の歳出の部でございます

が、９款消防費、補正前の額は24億9127万9000円

でございまして、今回補正額1875万1000円を増額

させていただき、合計25億1003万円になるもので

ございます。財源内訳といたしましては、国庫支

出金を新たに660万5000円計上し、一般財源が

1214万6000円増額するものでございます。 

今回の補正額のうち、消防本部所管分の詳細に

つきまして、御説明をさせていただきます。予算

書の23ページをお開きください。中段になります

が、９款消防費、１項消防費、２目非常備消防費

の補正前の額は1億6671万2000円。補正額1554万

1000円を増額いたしまして、1億8225万3000円に

なるものでございます。財源内訳といたしまして

は、国庫支出金を新たに518万円計上し、一般財

源を1036万1000円増額するものですが、このう

ち、特別交付税措置が８割講じられることとなっ

ております。これは昨年の７月豪雨災害を受けま

して、消防団救助能力向上資機材といたしまし

て、チェーンソー及びトランシーバーを購入する

もので、このたび国庫補助金の交付決定を受けま

したので、今回の補正に計上したものでございま

す。 

以上、議案第143号 令和元年度西予市一般会計

補正予算（第２号）消防本部所管分についての説

明とさせていただきます。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

〇佐藤委員長 

酒井課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

〇兵頭副委員長 

資機材の件で、消防団にチェーンソー及びトラ

ンシーバーを支給するということですが、数量的

にはどの程度、各分団に配られるかお伺いしま

す。 

〇酒井消防総務課長 

ただいまの御質問ですが、チェーンソーがです

ね103台、これにつきましては市内の各詰所に１

台配備することとしております。次にトランシー

バーについては420台購入することとしておりま

して、このトランシーバーの各方面隊への配備台

数につきましては、各方面隊からの要望に応じた

配備数となりますけど、基本的には各方面隊の各

部に４台、各分団の各分団長、副団長に各分団数

の数、あと本部に必要な数となっております。 

内訳といたしましては、明浜方面隊が27台、宇

和方面隊122台、野村方面隊が120台、城川方面隊

が78台、三瓶方面隊が69台、団本部が４台、以上

となっております。 

〇佐藤委員長 

よろしいですか。ほかにございませんか。 

〇中村敬治委員 

今答弁の中でチェーンソー103台と言われまし

たけど、このチェーンソーの仕様といいますか、

馬力とかいろいろ使用目的とか、どういうことを

想定されて103台、皆全て103台同一機種なのかど

うかですね、いろいろ多種多様な機種なのか、林
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業用のチェーンソーであれば木材を切るだけなん

ですけれども、いろんな鉄骨とかそういうものも

切れるようなのか、災害時というのはいろんな形

の災害があるわけでございまして、汎用品なの

か、どういう目的を備えたチェーンソーなのか、

その辺わかる範囲で結構ですのでお願いします。 

〇酒井消防総務課長 

ただいまの御質問ですけど、まずチェーンソー

の種類につきましては、全てが同一機種でござい

ます。なぜ、チェーンソーを買うようになったか

という理由なんですけど、７月の豪雨災害を受け

まして、その後に、消防団に必要な資材という要

望調査を行ったときに、今回の災害で、結構木材

を切る必要があったということで、必要性がある

ということで、まずはチェーンソーを選んだとい

うことで、要望理由としてはそういうことでござ

います。 

〇佐藤委員長 

ほかございませんか。 

〇宇都宮俊文委員 

今の件ですが、私も24、５年ぐらい消防団おり

まして、チェーンソー当然あったんですが、この

間に使ったことが１回か２回あったかなぐらい

で、やっぱりもともと多分どの詰所もあろうかと

思うし、農家がおるとこであればそれぞれ持って

ますし、１番は今までもあったものを管理されて

おるのか。例えば、たまに使ったら刃の手入れと

か、やっぱり与えられてそのままやり飛ばしで、

本当にいるときに使えないような状態だったらい

けないので、当然今まであったのも使ってもらっ

て新しいのも使う、それぐらいのやっぱり消防団

も意識が大事だと思うんで、そこら辺徹底しても

らって、必要なものは使える、当然今まであった

のも使えば２台になりますし、そういう意識の啓

蒙というか、普段の手入れも、できるだけやっぱ

やってもらって、どうしてもやっぱり災害時には

チェーンソー必要だと思いますし、特にまちな

か、チェーンソーを使ったことがない地域も当然

あろうかと思うんで、そこら辺できるだけ指導し

てもらって、安全に使えるような道具は１台でも

多い方がいいと思いますんで、そこら辺をやっぱ

り注意してもらったらと思います。 

〇酒井消防総務課長 

ただいま御質問にありました。消防団の資器材

の管理の面なんですけど、各詰所に備品台帳を整

備しておりまして、これにつきましては月１回点

検を行っております。また年１回は幹部の方が回

られて、備品台帳の確認を行っているところでご

ざいます。また購入するだけで、訓練等をしなか

ったら何もなりませんので、今回の購入に合わせ

て、消防団のほうの指導もですね、消防本部とい

たしまして、訓練計画を定めましてその活動指針

によってですね、今後訓練を実施していくように

取り組んでまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

〇菊池委員 

今のことの関連なんですけど、購入されて訓練

をやる。その訓練の中で、私も去年の災害のとき

に、倒木なんか切るのに、自分とこにあるような

のを持ち出してやったんですけど、目立てをして

ないとか、非常に機能しなかったというのがあり

ますけど、管理の物自体の状態を常にベストの状

態に持っていくような、その管理の仕方が多分訓

練の中では織り込まれると思うんですけど、ぜひ

そういうことを、できたら目立ての仕方なんかも

上手な人おりますのでそういう人に聞いて、みん

なにそれが徹底できるようなことを、やってほし

いなと思います。これ要望ですけど。 

〇酒井消防総務課長 

今の意見を参考にいたしまして、他の訓練のほ

うにつなげていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇佐藤委員長 

ほかございませんか。 

〇井関委員 

ちょっとお聞きするんですが、せいよチャレン

ジ・スペースへの移動に関してはここでの質問で

はないんですか。資機材とか、整備機器を移動さ

せて、チャレンジ・スペースに移動させるいうの

があるでしょう。今の同じ23ページのちょうど下

の。これは消防ではないんですか。 

〇酒井消防総務課長 

危機管理課です。 

〇井関委員 

ではいいです。 

〇佐藤委員長 

ほかございませんか。 

それでは、以上で質疑を終結といたします。お

諮りいたします。 

議案第143号 令和元年度西予市一般会計補正予
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算（第２号）消防総務課所管分について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員でありま

す。当委員会としては、原案どおり可決すること

に決しました。 

暫時休憩を告げる。（9：17） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（9：24） 

 

【教育総務課】 

ここからは、教育部の審査となります。審査に

先立ちまして、宇都宮教育部長より挨拶をお願い

いたします。 

〇宇都宮教育部長 

挨拶を行う。 

〇佐藤委員長 

それでは、議案第145号 令和元年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。垣内課長の説明を求めます。 

〇垣内課長 

それでは審査していただきます、令和元年度 

西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第

１号）につきまして御説明申し上げます。 

予算書１ページをお開きください。今回の補正

予算につきましては、歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ474万4000円を増額し、予算総額を3552万

8000円とするものです。 

まず、歳入の部から御説明いたします。６ペー

ジをお開きください。４款繰越金、１項繰越金、

１目繰越金、１節前年度繰越金、474万4000円の

増額補正につきましては、決算により繰越金額が

確定しましたので、当初予算計上額1160万円と、

決算額との差引額474万4000円を計上したもので

あります。 

続きまして、歳出について御説明いたします。

予算書７ページをお開きください。３款諸支出

金、１項繰出金、１目繰出金、28節繰出金、一般

会計繰出事業474万4000円につきましては、当初

奨学資金の貸付原資を一般会計から繰り入れてお

りましたので、決算により確定しました、前年度

繰越金分474万4000円を一般会計繰り出すもので

あります。 

以上、説明とさせていただきます。御審議の

上、御決定いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

〇佐藤委員長 

垣内課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

〇中村敬治委員 

今回の議案とは直接関係はないんですけれど

も、せっかくの機会ですのでわかる範囲でお答え

していただきたいなと思いますのは、直接市の教

育委員会とは関係はないんですけれども、三瓶、

宇和、野村の高等学校がよく新聞で三瓶が分校化

をするというような話も、これは粛々と県の教育

委員会のほうで、既定路線に従って進めておられ

るわけですけれども、私どもがちょっとわからな

いのは、市が中心というか、やはり高等学校３校

が存続できないと、これから先を見通したときに

ですね、なかなか県内どこのこと学校もそうです

けれども、定員割れのところがかなり多くなって

いる中でですね、やはり特色を生かして存続を図

るというのが地域の活性化でもあるし、また地元

の人も望んでおるわけですけれども、それらを踏

まえて、やはりこれを議論するのはやはり高等学

校の学校、それから地元、市を中心とした地元、

市ですね、そして県の教育委員会と、こういうよ

うな３者がどういうような話し合いされて、どう

いう状況になっているのか、西予市の３校です

ね、存続へ向けての再編、どういう進捗状況なの

かなと。振り返ってみますと宇和の話なんですけ

ど、宇和中学校、私は中学校卒業はしてない、そ

の前の学校を卒業しておるわけですけれども、昭

和40年ごろ今から50年以上前に宇和町では大英断

をもって当時としてはですね、宇和中学校という

一つにまとめたわけですよねこの当時、そしてそ

れが50年以上今も続いておるわけです。そういう

ようになかなかこう、英断でもう政治的にといい

ますかそういうような形で進めないと難しいんか

なと。高等学校自身あるいは地元の市、そして県

の教育委員会、三すくみのような状態で、先般も

我々の会派こころざしで、こころざしやったか何

やったかちょっとそのときは忘れましたけれど

も、県の教育委員会のほうに勉強会に行きました

けれども、県の課長さんいわく、教育委員会とし

てはこういう粛々と決められた図式に従ってし

か、分校化になっていくしかないというようなこ

とで、教育委員会が旗振りをして、高等学校を統

合するとか、特色を生かしてこうするああすると

かいうようなことは、あくまでも地元が主体に考
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えていただきたいというような話が一方では出た

わけです。そういう中で何とかしなければならな

いということで、もう行き着くところまで来てし

まって、もう今さら手遅れかなという気もするわ

けですけれども、今現在ですね、教育委員会とし

てはどのように３つの高等学校をですね、どうい

う形で存続をしていくのが西予市にとって一番い

いのか、その辺は何かいろいろ話し合いをされて

おる中で、何か妙案が見つかっておるのであれ

ば、経過を含めて御説明いただけたらありがたい

なと思っているところです。以上です。 

暫時休憩を告げる。（9：33） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（9：36） 

〇宇都宮教育部長 

今ほどの御質問にお答えをいたします。今ほど

の高校の魅力化ということでありますけれども、

まずこれにつきましては教育部所管じゃございま

せんので、詳細のことはお答えはできませんの

で、まずその点御了解いただきたいと思います

が、教育部のほうとして、現在わかっている範囲

のところ、またこちらとして考えられる対応の状

況について、お答えをさせていただきたいなと思

います。 

まず、それぞれの高校のほうですけれども、今

年度に入りまして、より魅力化をするための具体

的な状況を知ると、現状を知るということで、そ

れぞれの高校のほうが協議をされまして、中学校

の生徒また保護者等を中心としたところで、アン

ケートを取られているというふうに聞いておりま

す。その結果というのは、学校のほうではもう既

に、把握をされているかと思っておるところで

す。それをもとに今後、具体的な対策とか、いう

ことを進められるんじゃなかろうかと考えておる

ところであります。 

西予市教育委員会としましては、義務教育の範

囲の中で何かできるところが、というところであ

りますけれども、今年度からでありますけれど

も、コミュニティースクールということで、地域

とともにある学校をより進めるということで今、

今年度からでありますけれども、多田小学校、そ

れから田之筋小学校、この２校をモデル事業とし

て進めているというところであります。先般も、

内子町で講演会等がありましたのでそちらにもま

いりましたし、またこれから後ですけれども先進

地視察も、考えているというところであります。

子どもたちに地域の魅力を知ってもらう、地域の

よさを知ってもらう、そういうこと地域愛を育て

るということをまず基本にさせていただいて、そ

して、将来の進むべき方向、というところを考え

ていただけるような、そういう道ができればとい

うふうに考えております。以上回答とさせていた

だきます。 

〇佐藤委員長 

ほか、質疑はありませんか。それでは、以上で

質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第145号 令和元年度西

予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第１

号）について、原案に賛成の委員の挙手を求めま

す。 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（9：39） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（9：39） 

 

【学校教育課】 

それでは続きまして、議案第143号 令和元年度

西予市一般会計補正予算（第２号）学校教育課所

管分を議題といたします。冨永課長の説明を求め

ます。 

〇冨永学校教育課長 

それでは、議案第143号 令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）のうち、学校教育課所管

分の補正予算につきまして、予算書に基づき御説

明申し上げます。 

歳出について御説明させていただきます。補正

予算書24ページをお開きください。10款教育費、

１項教育総務費、２目事務局費につきまして、社

会保険料14万6000円と嘱託職員賃金91万2000円を

増額計上しております。これは学校教育課正職員

が産前休暇を取得することに伴い、その後任とし

て必要になった嘱託職員を雇用するための経費で

ございます。 

以上、西予市一般会計補正予算（第２号）の学

校教育課所管分の説明を終わります。よろしく御

審議の上、御決定いただきますようお願いいたし

ます。 
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〇佐藤委員長 

冨永課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

〇井関委員 

ちょっと予算とは全然関係ないんですけども、

今学校のほうで部活動のほうが休まなければなら

なくなったという事態があると思うんですが、そ

ちらのほう、今実施された中で何か問題点とか、

そういう保護者からの意見とか、そういうのは出

てないですか。 

〇冨永学校教育課長 

中学校のほうで、部活動についての取り組みを

進めているところであります。今現在としては、

まだ詳細の内容についての聞き取りは行っていな

いんですけども、10月ぐらいをめどにして、教育

委員会のほうでも、実際の実施の状況を把握した

上で、その成果であるとか、課題であるとか、そ

ういうことについてもまた検討するようにしてお

りますので、それに向けて今後状況を把握して、

結果を分析する予定としております。以上でござ

います。 

〇佐藤委員長 

ほかに質疑はありませんか。それでは、以上で

質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第143号 令和元年度西

予市一般会計補正予算（第２号）学校教育課所管

分について、原案に賛成の委員の挙手を求めま

す。 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は原案どおり可決決定することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（9：43） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（9：47） 

 

【財政課】 

ここからは、総務企画部の審査となります。審

査に先立ちまして、三好総務企画部長より挨拶を

お願いいたします。 

〇三好総務企画部長 

挨拶を行う。 

〇佐藤委員長 

それでは、議案第143号 令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）財政課所管分について、

を議題といたします。宇都宮課長の説明を求めま

す。 

〇宇都宮財政課長 

それでは改めましておはようございます。それ

では審査していただきます、議案第143号 令和元

年度西予市一般会計補正予算（第２号）のうち、

財政課所管分について説明させていただきます。 

まず、歳入のほうから御説明を申し上げます。

予算書の９ページをお開き願います。７款１項１

目、自動車取得税交付金3662万9000円の減額でご

ざいますが、10月1日からの消費税率10％への引

き上げに伴い、自動車取得税が廃止となりますの

で、国の予算資料に基づいて交付金を減額するも

のであります。関連がありますので、予算書の

14ページをお開き願います。21款１項１目、環境

性能割交付金でございますが、自動車の取得に対

する取得税が廃止になり、新たに自動車の燃費性

能等に応じて課税されます環境性能割が創設さ

れ、地方に対しては交付金として交付されますの

で、歳入予算に21款、環境性能割交付金を新設

し、令和元年度の普通交付税の算定資料に基づい

て、871万7000円を計上するものであります。 

ここで補足説明をさせていただきます。提案理

由の補足説明の中で、今回の地方税の原資につい

ては、国税のほうで補填されるということを御説

明申し上げました。今回の西予市の補正予算をみ

ますと、自動車取得税交付金が大幅に減額して、

環境性能割交付金は新設しておるのですけども、

減額したよりは交付金が増えてないのが現状でご

ざいます。これにつきましては、国の税制改正に

よります増減見込み額を見ますと、令和元年度の

単年度の影響として、全国の市町村の自動車税な

どの車体課税が総額で49億円減少します。一方、

国からの自動車重量譲与税が、譲与割合の引き上

げにより、同額の49億円増加する見込みとなり、

減少と増加が同じような国の試算にはなっており

ます。これも実際に全国の市町村というマクロ的

な総額であるので、これは1718ある市町村で見る

と実際には、交付額の実績を見ないと、判断でき

ないと考えております。実際に当市の９月補正予

算額は、補正予算だけ見ますと逆に2791万2000円

の減額となっております。国の指導では、自動車

取得税は795億円減少し、新しく創設されます自

動車税の環境性能割は519億円ふえる算定になっ

ております。となると、本当であれば環境性能割

交付金ももう少し、自治体に交付されるのではな
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いかと考えるんですけど、自治体に交付されます

交付金は、実際も、今の段階では減額で見込んで

おります。 

また国の指導にもとづきましたら、自動車重量

譲与税これを本来であれば、今回の補正で増額す

べきではあるんですけれども、今の普通交付税の

算定資料を見ると、自動車重量譲与税は、昨年と

ほぼ同額で国から通知が来ておりますので、現時

点では積算指導根拠がないので、先ほど説明いた

したとおり増額ができないのが現状でございま

す。 

続きまして予算書の９ページにお戻りくださ

い。８款１項１目地方特例交付金、6116万8000円

の増額でございますが、幼児教育、保育の無償化

に係る地方負担分については、令和元年度は消費

税率引き上げに伴う、地方の税収がわずかである

ことから、子ども子育て支援臨時交付金が、地方

特例交付金の中に創設され、全額国庫措置をされ

ます。 

続きまして13ページをお開き願います。17款２

項18目地域振興基金繰入金でございますが、地域

振興交付金は、まちづくり推進課管理分と、財政

課管理分とに分かれております。今回の補正は、

財政課が管理しています地域振興基金のうち、基

金の設置目的であります、西予市における市民の

連帯の強化、また地域振興に要する事業の財源と

いたしまして、繰入をするものでございます。 

具体的に充当事業を申し上げますと、せいよチ

ャレンジ・スペース事業に1552万4000円、游の里

健康センター運営委託事業に407万円、城川堆肥

センター運営事業に1000万8000円、ジオリゾート

整備事業に2018万8000円、４つの事業に今回基金

を取り崩して充当いたしております。 

続きまして、同じく13ページになりますが、

18款１項１目、繰越金でございますが、平成30年

度の決算が確定いたしまして、歳入歳出差し引き

額が15億6493万9000円でありました。このうち、

令和元年度への繰越財源7億2825万7000円を除き

ますと、繰越金が8億3668万2000円となります。

当初予算計上額との差額5億3668万2000円を今回

増額するものでございます。 

続きまして、14ページをお開き願います。20款

１項８目臨時財政対策債でございますが、臨時財

政対策債の発行可能額が今回決定されたことに伴

い、当初予算計上額との差額4989万1000円を減額

するものであります。 

続きまして歳出について御説明申し上げます。

予算書の15ページをお開き願います。２款１項５

目財産管理費、市有財産維持管理事業204万

7000円でございますが、平成30年7月豪雨災害に

おいて被災をいたしました、野村支所第２別館１

階の、主に照明器具などの修繕を行うものであり

ます。被災後、１階を使用していました団体との

建物使用賃貸契約の解除を８月に行いまして、そ

れ以降は１階の使用を禁止しています。２階と３

階は、使用に問題がなかったのでそのまま使用さ

せていました。昨年度は、他の施設の災害復旧を

優先的に進めてまいりましたので、今回の補正予

算計上となりました。 

続きまして、16ページをお開き願います。３款

１項３目老人福祉費野村介護老人保健施設事業会

計繰出金69万円でございますが、地方創生推進交

付金の交付決定を受けて取り組む、外国人材活用

推進事業において、実際に外国人実習生を受け入

れます、つくし苑が実施する事業部分に対する交

付金をつくし苑に繰り出しするものであります。 

続きまして、25ページをお開き願います。13款

２項１目基金費、財政調整基金事業４億1900万円

でございますが、歳入で御説明申し上げましたよ

うに、平成30年度の決算が確定いたしましたの

で、地方財政法第７条第１項の剰余金のうち、２

分の１を下回らない金額を積み立てなければなら

ない、の規定に基づきまして財政調整基金として

積み立てるものでございます。同じく、西予市地

域振興基金事業2億5886万3000円でございます

が、今回指定管理施設の経営の健全化、または改

革に要する経費、地域経済の活性化及び振興に要

する経費の財源として積み立てるものでございま

す。歳出の説明は以上であります。 

一点申しわけございません。歳入の説明が漏れ

ておりました。９ページにお戻りください。９款

１項１目地方交付税でございますが、普通交付税

の算定結果に基づいて、当初予算との差額1億

1349万9000円を増額するものでございます。 

以上、財政課の歳入歳出予算の説明を終わらせ

ていただきます。よろしく御審議の上、御決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

〇佐藤委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。これより質

疑を行います。質疑はありませんか。 
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〇竹﨑委員 

予算書16ページの先ほど説明のあった、せいよ

チャレンジ・スペースの整備事業の件でありま

す。この件、数年間ずっと保護者たちの熱い想い

があったわけなんですが、それがよい方に進んで

いる、ということをお聞きしております。現在の

進捗状況をちょっと知りたいんですが、構いませ

んか。 

〇宇都宮財政課長 

 暫時休憩願います。 

〇佐藤委員長 

暫時休憩を告げる。（10：01） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（10：03） 

〇宇都宮財政課長 

今の竹﨑議員の御質問ですけれども、財政課の

ほうが説明申し上げましたのは、歳入の充当につ

きまして説明申し上げました。歳出につきまして

は、福祉課所管になりますので、福祉課のほうで

対応させていただきたいと思います。以上です。 

〇佐藤委員長 

よろしいですか。ほかございませんか。 

〇中村敬治委員 

13ページのですね、地域振興基金繰入金の中で

先ほど説明いただきました中にですね、４つの施

設に取り崩しして入れるという話の中で、堆肥セ

ンターへ1000万円ほど入れるという話があったん

ですが、堆肥センターへ1000万円というのは毎年

入れられとるのかどうか、それと何のために、こ

の1000万円が堆肥センターに必要になったのかで

すね、堆肥センターの運営自体はこれは必要で、

結局堆肥をそういう農協を通じて販売もされてお

りますが、経営実態というのがちょっと私らでは

わからないんで、この財政課長さんに聞くのもな

んかちょっといけんのかなと思うんですけれど

も、この1000万円についてわかる範囲説明願った

らと思います。 

〇宇都宮財政課長 

ただいまの中村議員の御質問ですけれども、今

回財政課のほうで先ほど申し上げましたように、

財政課が管理してます基金のほうから充当いたし

ております。堆肥センターの充当事業につきまし

ては今回、大規模な修繕、これが計画的に行われ

ておりますので、今回その財源の一部として財政

課が所管します基金を充当したものでございま

す。通常の委託料ではございません、大規模修繕

に係る経費の一部です。以上です。 

〇佐藤委員長 

よろしいですか。ほかございませんか。 

それでは、以上で質疑を終結といたします。お

諮りいたします。議案第143号 令和元年度西予市

一般会計補正予算（第２号）財政課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（10：06） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（10：17） 

 

【まちづくり推進課】 

それでは続きまして、議案第143号 令和元年度

西予市一般会計補正予算（第２号）まちづくり推

進課所管分についてを議題といたします。一井課

長の説明を求めます。 

〇一井まちづくり推進課長 

総務企画部まちづくり推進課長の一井でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

それでは議案第143号 令和元年度西予市一般会

計補正予算（第２号）のうち、まちづくり推進課

所管分について御説明をさせていただきます。 

まず歳出予算から説明をさせていただきます。

予算書の15ページをごらんください。２款総務

費、１項総務管理費８目電算管理費3億2014万

9000円を176万円増額し、3億2190万9000円とする

ものです。今回の補正は、電算システム開発導入

事業におきまして、福祉事務所所管において、生

活保護制度における進学準備基金の創設に伴う生

活保護システムの改修、生活福祉部所管における

マイナポータルへの健康情報連携のための、健康

管理システムの改修と、旧姓併記対応のための印

鑑登録システムの改修を行うものであります。生

活保護システムは、平成30年６月８日から改正生

活保護法が施行され、生活保護世帯の子供の大学

等への進学を支援するため、進学準備給付金を支

給する制度が創設をされました。これに伴いまし

て、マイナンバーとの情報連携が、令和2年6月か

ら開始されることにより、生活保護システムと情

報連携できるよう改修を行うもので、改修費用と
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して70万4000円を計上しております。改修費用に

つきましては、国から３分の２の補助を受けるこ

とになります。次に健康管理システムにつきまし

ては、令和２年６月から乳幼児健診などの検診デ

ータをマイナポータルを通じて提供を行うほか、

他の自治体との情報連携をするための改修が必要

となりまして、その改修費用として57万2000円を

計上しております。改修費用につきましては、国

から３分の２の補助を受けることになります。次

に、印鑑登録システムにつきましては、住民基本

台帳法施行令等の一部を改正する政令が、平成

31年４月17日に公布され、令和元年11月５日から

印鑑登録証明書などに、旧姓を併記するための改

修が必要となり、その改修費用として48万4000円

を計上しております。なお生活保護システムと健

康管理システムの改修に伴います、国庫補助金に

つきましては、生活福祉部において85万円の歳入

予算を計上しております。 

次に、予算書の16ページをごらんください。２

款総務費、８項地域振興費、１目地域振興費、

2億9297万円を298万円増額し、2億9595万円とす

るものです。今回の補正は、13節委託料におきま

して、高校魅力化事業として198万円を増額補正

するものであります。なお関係資料を配信してお

りますので、そちらのほうをごらんください。近

年、市内高校の生徒数が大幅に減少しておりまし

て、愛媛県教育委員会においては令和２年４月か

ら三瓶高校の分校化を決定され、今後は募集停止

や廃校も懸念しているところでございます。ま

た、宇和高校や野村高校でも生徒数の減少に伴い

まして、同様の事態になることも考えられること

から、市といたしまして高等学校教育の衰退がさ

らなる人口流出を招き、悪循環に陥ることを大変

危惧しているところでございます。そこで、市内

高校の魅力化を図り、生徒数の確保に努めるとと

もに、人口流出の抑制や移住定住促進につなげる

ため、市内３高校と連携した公営塾の開設を目指

すものであります。公営塾の開設は、令和２年４

月からのスタートを計画しておりまして、そのス

タッフは地域おこし協力隊制度を活用して、全国

から数名程度の人材を募集する計画といたしてお

ります。なお公営塾は、五つの本質的目的を持

ち、進めてまいりたいと考えております。 

一つ目は、高校進学時に市外に出ず、地元の高

校を選択する率を高めること。 

二つ目は、市外からの生徒の受け入れを促進す

ること。 

三つ目は、卒業後の市内での就職率を高めるこ

と。 

四つ目は、卒業後の進学率を高めること。 

五つ目は、市外に進学した方が、何らかの形で

地元とつながり続ける人材を育てることで地元の

魅力に気づき、将来的にはいわゆるブーメラン人

材として、地元に戻ってくること。 

以上の目的を念頭に、公営塾での学習プログラ

ムを組み立てていき、最終的に定住人口が増加す

るような人材育成を図ってまいりたいと考えてお

ります。また資料にありますとおり、高校との連

携を図りながら、次年度４月からの開設に向けて

事業を進めてまいりたいと考えております。 

次に、19節負担金補助及び交付金におきまして

は、地域おこし協力隊事業として100万円を増額

補正するものであります。野村地区で活動をして

います隊員１名が令和元年12月31日で地域おこし

協力隊の任期が終了いたします。任期終了後は隊

員として、活動期間中に開発いたしました、イノ

シシ肉を利用したラーメンを生かして、移動式の

ラーメン店を開業させる計画とされております。

そのためキッチンカーを購入し、改装を行う費用

として、地域おこし協力隊起業支援補助金を交付

するものになります。 

次に、歳入予算について御説明させていただき

ます。予算書は戻りまして、11ページをごらんく

ださい。13款国庫支出金、２項国庫補助金、８目

総務費国庫補助金、4185万6000円を144万円増額

し4329万6000円とするものです。今回の補正は、

つくし苑、両市立病院、市内関連施設等における

外国人材活用に係る調査研究、また技能実習生の

受け入れ体制の構築を図るための経費等につい

て、第２回地方創生推進交付金の交付申請を行っ

ていたところ、令和元年８月２日に内示がござい

まして、交付対象となる144万円を本課で歳入計

上し、外国人活用推進事業として、歳出のほうは

医療対策推進室で75万円、野村介護老人保健施設

事業会計に69万円を計上いたしております。 

予算書は、13ページとなります。17款繰入金、

２項基金繰入金、32目ふるさと応援基金繰入金

1億4301万1000円を8249万6000円増額し、2億

2550万7000円とするものであります。この増額分

は、平成30年度にふるさと納税を通して、西予市
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に寄附されました寄附金を一般財源に繰り入れす

るものでございます。今回の補正は、平成30年７

月豪雨災害発災時に、使い道を災害支援としてふ

るさと納税を活用した寄附金フォームを作成いた

しましたところ、平成30年度に5,428件、8249万

6615円の寄附金を全国から御支援いただきまし

た。いただいた寄附金は西予市ふるさと応援基金

条例に基づき、基金に積み立てを行っておりま

す。通常のふるさと納税寄附金は、寄附者が選ん

だ使い道に沿った、次年度の各事業に充当するこ

とにしておりますが、災害支援の寄附金につきま

しては、事業を限定するのではなく、広く災害復

旧に活用するため、一般財源に繰り入れすること

としております。 

以上、予算説明とさせていただきます。よろし

く御審議の上、御決定くださいますようお願い申

し上げます。 

〇佐藤委員長 

一井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

〇中村敬治委員 

予算書の16ページのですね、地域振興費の中の

右側の事業概要、高校魅力化事業という説明を聞

いたわけですけれども、生徒数の確保などを目指

して公営塾を来年の４月から198万円でスタート

したいということのようですが、ここの中の目的

として、①番からいろいろ先ほど説明ありました

けれども、⑤番まで掲げられておりますけれど

も、これらは当然、今までそれぞれ西予市には３

つの高等学校あるわけですけれども、高等学校の

中で真剣にしっかりと取り組んでこられたものと

思うわけですけれども、それがなかなか不十分だ

ということで、市のほうからもこういう形で、具

体的に予算を投入して応援したいということだろ

うと推定するわけですけれども、市内の３つの高

等学校がですね、定員割れせずとですね、定員を

確保して地域の魅力ある高等学校になるというこ

とを皆さん、西予市民が皆願っておるところなん

ですけれども、実態は先ほども言われましたよう

に、非常に、交通の利便性が逆に災いして、宇和

中学校でもほとんど６割ぐらいの生徒がよそへ出

ていってしまうと、高等学校ではですね。それを

逆に呼び戻そうということで、非常に考え方はい

いわけですけれども、当然市として、市が幾ら力

んでもこれ解決する問題ではない、やはり高等学

校、あるいは地元の方々、市も含めたですね、そ

して県の教育委員会が所管しておりますので、こ

の３つが一体となって、高等学校に対する考え方

をしっかりと取り組んでいかないかんわけですけ

れども、私どもが見ますと、今までかなりこう対

策がなされてはおったんでしょうけれども、目に

見えるものが全くなかったわけです。そういうこ

とで、もう行き着くところまで行って、復元不可

能かなというところまでもうこれ状態が悪化して

おるわけですけれども、これらについてですね、

何か具体的に、いろいろ高等学校、それからその

地元それから教育委員会を交えてですね、会議が

開かれておると思いますけれども、その辺のいき

さつですね今後の方針といいますか、そういうも

のを、どうすれば高校が活性化できて地域が、高

等学校の再生化が図られるのかということについ

ての、今後の取り組みというか方針というものが

ですね、協議の内容を踏まえてですね、そういう

ところをちょっと説明願ったら非常にありがたい

なと思うんですが。 

〇一井まちづくり推進課長 

委員御指摘のとおり、今各３校でもですね、高

校の魅力化に向けた取り組みを進めておられま

す。実は県の教育委員会の補助を受けられておる

と伺っておりますけれども、３高校の魅力化の合

同プロジェクトというのを３高校で立ち上げられ

て、事業をまず展開をされておられるところでご

ざいます。その事業の中ではいわゆる地域連携と

いたしまして、西予市との連携、情報共有という

形で取り組まれておりますが、平成29年度からで

すね、その魅力化の事業についてのプロジェクト

の内容、あるいは今の現状についてのプレゼンと

いう形にはなりますけれども、会を年２回ほどで

すね開催をして、市としても参画をさせていただ

いております。 

また学校独自としましては、魅力化を図るため

の３校合同でのですね、授業、例えば講演会であ

ったり、あるいは学習会であったり、また部活動

の合同の部活動練習とか、そういったもので連携

を図って、より水準をですね学と部活動の水準を

高めるということで、取り組まれておられるとこ

ろです。また文化的なものとしましては、西予ジ

オパークをテーマにした、地域の学習会への参

画、屋形船のもう帯同をしたりとかですね、あと
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ジオパークの独自の地質についての研究をした

り、そういった中で地域とのつながりを持ってい

ただいておるというようなもの、あるいは地域の

資源を生かした特産品の開発とか、そういったも

のを進めておられます。またあわせまして、対外

的に向けた西予市のＰＲと情報発信という形の事

業、そういった物々を魅力化プロジェクトという

形で取り組んでいただいております。そうした中

で西予市としましてもジオパーク、当課であれば

ジオパークについての学習について講師派遣をし

たりとか、いうことで係わることにしておりま

す。 

いろいろ情報共有をする中で、やはり公営塾と

いう地域、学校、市が一体となった取り組みで、

やはり学力もアップするんですけれども、今後大

学入試改革が予定をされておりまして、より人間

力といいましょうか、傾聴あるいは思考力、判断

力、そういったものが段々、大学入試制度の改革

にかわっていくという、そういう面の内容も加え

ていかなければならない状況ということで、学校

側のほうから公営塾開設についての御要望を受け

まして、市といたしましても、公営塾を通じて、

先ほど申しました５つの目的を達成するために、

来年度からですね着手していきたいなと考えてお

ります。また当然公営塾を進めるに当たりまして

は、地域の皆様の理解が必要となりますので、そ

ういった公営塾はどういうものであるかというこ

とについての情報の共有も地域の皆様と今後諮っ

て参りたいとは考えております。以上でございま

す。 

〇中村敬治委員 

ありがとうございました。先ほどもちょっと、

質問を教育委員会の方に質問したんですけれど

も、やはり50数年前にですね、宇和中学校という

ことで宇和町、当時の宇和町が多々ある中学校を

１つに、政治的な大英断だったんだろうと思いま

すけれども、それが成し遂げられまして、今に中

学校が１つだけ存続して非常に生徒もたくさん入

っておると、部活動も活発で非常に学校もまあ隆

盛を極めておると思うんですけれども、残念なこ

とに地の利がいいことで、ほとんど卒業生が外へ

出るということですから、やはりそういう今魅力

化ということで、それは魅力化を高めて存続でき

ればいいんですけれども、この大きな流れという

のはやはり統合をしてですね、存続を図らないと

非常に難しいのかなという面もあるわけですが、

そういう統合化に向けた何か話し合いというか動

きというか、これはなかなか事務レベルで進めて

おったんでは、統合なんかという話は、それぞれ

の思惑が入り乱れて難しいのかもしれませんけれ

ども、西予市としてはやはり３校がいつまでも存

続することは願ってはおっても、実際もう難しい

と、これだけ人口が激減しておる中で、そうする

と統合して１校にして、魅力化を図り存続をして

いくというような方向性というのは、何かこう整

理できないもんでしょうかねと、その辺、まずは

魅力ありきで取り組んでみてそのあとよ、と言い

よったんではもうこれ何もかもが後手後手になっ

てしまって、高等学校の３つとも共倒れになって

しまうんじゃないかなと、県の教育委員会の方針

に従ってやっておりますと自然消滅してしまうん

ではないかなという、危惧があるわけですけど

も、何か統合に向けての妙案というのはないもん

でしょうか。 

暫時休憩を告げる。（10：38） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（10：39） 

〇三好総務企画部長 

ただいまの御質問にお答えしたいと思いますけ

れども、今課長が申しましたように本当に今、３

校非常に厳しい状況になっております。そういう

状況にあるからこそ魅力化を高めて今の３校の魅

力を高めて、今の高校を存続させたいという思い

から、こういった公営塾の事業に取り組むという

ことでございます。 

今全国的に、人口減少が進んでおりますので、

検討いたしましてもそこら辺の中長期的な計画も

あろうかと思いますけれども、市といたしまして

はここがなくなれば地域も廃れるということがご

ざいますので、一生懸命今の事業、その他また魅

力化、それから他県からもですね、来てもらうよ

うな魅力化を図りながら、高校を存続させたいっ

ていう思いでありますので、今のところは考えて

いないのが現状でございます。以上でございま

す。 

〇竹﨑委員 

 ただいまの説明で中村議員が言われた将来的

な、遠い将来の展望というのは、一理あると思い

ますが、今三好部長が言われた、まず当面の対応
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ということは、恐らく地域住民にとったら、大変

ありがたいお言葉だったと思います。高校の自助

努力、それから地域の熱い思い、行政サイドの支

援というような視点で、説明いただきました、先

ほど課長から。高校魅力化事業の概要をずっと見

てまして、内容そのもの公営塾の、特に内容の概

略は私たち見てわかったんですが、その公営塾を

過去にやられたところで、成功例みたいなものが

あったら、それを具体的にわかりやすく説明いた

だけましたら、恐らくテレビをご覧になっている

方にとっても、もっと安心されるんじゃないかと

思うわけです。わかる範囲で結構ですから、説明

いただきたいと思います。以上です。 

〇一井まちづくり推進課長 

県内では伊方町、いわゆる三崎高校です。それ

と上島町のほうで公営塾を開催をされておりま

す。三崎におきましては全国募集も行っておられ

まして、具体的に定員に近い応募数があっておる

ということで伺っております。すいません、ちょ

っと数字的なものは持ち合わせておりませんが、

申しわけございません。なおあわせまして国公立

大学等への進学者もふえておるというお話も伺っ

ております。沖縄のほうにおきましても、石垣の

ほうであったかと思いますけれども、偏差値30幾

つのところから、偏差値55そういうようなところ

まで上がっていったというお話を聞いてはおりま

す。またあわせまして公営塾を卒業をされた方

が、地域に帰られて就職をされてるという話も伺

っております。また直接学生さんのお話ではない

んですけれども、地域おこし協力隊で来ていただ

いておられる方が、当然その学習された、協力隊

として終わられた後もですね、地域に残って定住

をされておられるというケースも伺っておりま

す。これはちょっと直接高校の魅力化ということ

ではないんですけども、最終的に魅力化を通じた

移住定住のところに向けたものにも波及をしてい

っておる、最終的にはこの塾については、移住定

住が目的にはなるんですけども、そういうところ

へもつながっていっておるということで伺ってお

ります。以上でございます。 

〇竹﨑委員 

さらに詳しい内容よくわかりました。成功例と

して、県内外を問わずプラスの方向に動いてるっ

ていうことはよくわかりました。もう少しちょっ

と詳しいことをお聞きしたいのは、例えば公営塾

が来年の４月から実施されるということ、それが

例えば場所的な問題、とかいうのもやはり、不安

やないですか。その辺あたりや、この地域の方に

もう少しこうわかりやすい、現段階で結構です。

例えば公営塾を運営するに当たっては、高校のす

ぐそばのどっか施設を利用するのか、それとも高

校内を利用できるのかとか、その辺あたりも多

分、気になるところだと思うわけです。わかる範

囲で結構です。お願いします。 

〇一井まちづくり推進課長 

御質問ございました内容的なもの、運営的なも

のでございますけれども、やはり公営塾を開設い

たしましたら放課後というところがまず、開設時

間的にはございます。したがいましてあまり、生

徒の負担にならない、移動を必要のないというと

ころで、学校の例えば空き教室を活用させていた

だくというような方向で今、高校側とも調整を行

っているところでございます。また学習プログラ

ムにつきましては、ニーズ調査、どういったニー

ズがあるのかっていうことも改めて調査する必要

がございますので、一応３校連携としております

が、まだ具体的にはですね、学校どういう方向で

展開していくのかというのは、県教育委員会の関

係もございますので、まだ調整中ということでご

ざいます。しかしながら、今回募集をしてまいる

わけですので、年明け１月からは募集をかけてい

きたいと考えておりますので、それまでにはもう

少し具体的な中身があるものにしていきたいなと

考えております。以上、答弁とさせていただきま

す。 

〇井関委員 

今の関連なんですけども、いろいろ説明してい

ただきました。私たちも隠岐の島の海士町なんか

で、隠岐の国塾っていうとこも視察させていただ

いたんですが、成功事例の一つやないかなと思う

んですけども、実際今、竹﨑議員も言われました

が、その場所的にこの３校で開くようなことにな

りますと、この198万っていう金額がどうなのか

なというのが一つ疑問があるのが１点と、それか

ら野村町は今地域づくり交付金を利用させていた

だきまして、地域塾というのを今既に開校してお

るんですが、その辺との整合性どのようにとって

いかれるつもりでおられるのか、その辺２点ほど

お聞かせ願えたらと思います。 

〇一井まちづくり推進課長 
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まず御質問の１点目でございますけれども、今

回は募集をする人件費に要する委託のみとなって

おりますけれども、新年度からは具体的に運営に

かかわってまいりますので、一応協力隊１人

400万の特交措置があるんですけれども、その中

の活動費、人件費を見込んで、新年度においては

何名体制となるかはちょっと今後なんですけど

も、特交措置の範囲の中で進めて、特交措置が

400万なんですけども、その範囲の中で運営して

いきたいと思いますし、当然開設に伴う備品と

か、資機材等もありますので、それも当初予算の

ほうで計上をしてやっていきたいと思っておりま

す。 

２点目につきましては御質問のとおり野村には

地域塾がございまして、若干ちょっと被災を受け

られたというところで、なかなか今苦慮をされて

おるということで伺っておりますし、今お話をち

ょっと間接的にいただいた中では、連携をしてい

きたいなというお話はちょうだいしております。

また宇和地区においても、野村もそうですけれど

も、民間の塾もございますし、当然その学習関係

の、教材を利用した学習関係も競合する部分も生

じるので、そのあたりの民間との整合性、ちょっ

といろいろ課題は大きいものがあると思うんです

けれども、お互い不利益とならないように調整を

今後していきたいと考えております。以上、答弁

としていたします。 

〇井関委員 

別添でつけてもらっている資料の２ページ目の

ほうに、令和４年からは自立化ということが書い

てあるんですが、これ自立してもずっとそこをや

っていくような方向でも、行政としてはも令和４

年からタッチをしないような方向で今考えられて

おるんですか。 

〇一井まちづくり推進課長 

スケジュールのほうには、自立と書いておりま

すけれども、当然今後支援をしていく、市として

は支援をしてまいりますので、すぐについたてを

外すということではございません。まずこの３年

間、しっかりと公営塾運営をしていきまして、検

証をしていきながら、それで４年後には全く手を

引いて、運営がいかなくなるということについて

はないような体制で支援はしてまいりたいと思っ

ております。以上、答弁とさせていただきます。 

〇佐藤委員長 

ほかにございませんか。それでは、以上で質疑

を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第143号 令和元年度西

予市一般会計補正予算（第２号）まちづくり推進

課所管分について、原案の原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（10：51） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（10：56） 

 

【危機管理課】 

〇佐藤委員長 

それでは、議案第143号 令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）危機管理課所管分を議題

といたします。谷川課長の説明を求めます。 

〇谷川危機管理課長 

危機管理課長の谷川でございます。よろしくお

願いいたします。 

それでは私のほうから、議案第143号 令和元年

度西予市一般会計補正予算（第２号）のうち、危

機管理課所管分につきまして御説明申し上げま

す。 

まず、歳入につきまして予算書12ページをお開

きください。これから御説明します歳入は９款消

防費、１項消防費、４目災害対策費への充当とな

ります。まず、14款県支出金、２項県補助金、９

目消防費県補助金、１節災害対策費県補助金とし

て、今年度愛媛県において新設された補助金を２

件計上させていただいております。 

１件目、自主防災組織活性化支援事業費県補助

金として60万円を計上しております。これは、歳

出予算として計上させていただいております、当

事業への事業費120万円に対する補助で、事業費

の２分の１の補助となっております。なお、事業

内容につきましては、歳出予算で改めて説明させ

ていただきます。続きまして、災害情報伝達設備

強化事業費県補助金について、御説明させていた

だきます。この補助金は、愛媛県において住民へ

の災害情報伝達をより迅速かつ確実なものとし、

住民が適切な避難行動をとれるようにすることを

目的とし、市町の屋外スピーカー設備の高性能化

や、戸別受信機の整備等に対して補助を行ってい
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ただくもので、当市におきましては、昨年豪雨災

害で被災しました、貝吹公民館横の屋外拡声子局

の改修に対して、当初予算に計上させております

が、その事業への事業費補助となります。計上金

額としましては、県補助基準額の上限165万円の

２分の１で82万5000円を計上させていただいてお

ります。以上で歳入予算についての説明を終わら

せていただきます。 

続きまして歳出予算について説明をさせていた

だきます。予算書は23ページをお開きください。

今回の補正では災害用資機材施設整備事業、及び

自主防災組織活動育成補助金事業の２事業で予算

計上させていただいております。 

まず、災害用資機材施設整備事業としまして、

９款消防費、１項消防費、４目災害対策費、15節

工事請負費に50万円、18節備品購入費に151万円

を計上しております。これは三瓶町津布理地区の

旧授産場跡地に今年度より建設されます、せいよ

チャレンジ・スペースを、地震津波災害時の三瓶

支所現地対策本部として使用するための経費とし

て計上するもので、西予市本庁舎との通信用光ケ

ーブルの引き込み工事費として50万円、内部に納

めるネットワーク接続機器類、及び非常用発電機

の備品購入にかかる経費として151万円を計上さ

せていただいております。 

続きまして、自主防災組織活動育成補助金事業

としまして、９款消防費、１項消防費、４目災害

対策費、19節負担金補助及び交付金補助に120万

円を計上させていただいております。これは６月

定例議会で中村敬治議員から、そして、本議会で

も中村一雅議員からの一般質問での答弁でも触れ

させていただきましたが、愛媛県において昨年の

豪雨災害を受けて、自主防災組織活動の一層の活

性化につなげるため、自主防災組織が実施する防

災訓練や地区防災計画の作成等に要する経費を支

援する、自主防災組織活性化支援事業費補助金交

付要綱が、令和元年６月25日に施行されたことに

伴い計上するもので、１組織当たりの補助上限額

30万円の、４組織分120万円を計上させていただ

いております。補助額30万円のうち２分の１を県

が、残りの２分の１を市が負担するもので、県補

助金については歳入予算で計上させていただいて

おります。今後は実践いただく組織を選定し、主

に地区防災計画の策定支援を行ってまいりたいと

考えております。 

以上、危機管理課所管分の説明とさせていただ

きます。よろしく御審議の上御決定くださいます

ようお願いいたします。 

〇佐藤委員長 

谷川課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

〇井関委員 

チャレンジ・スペースの整備のほうなんですけ

ども、これ整備されたあとの管理運営っていうの

はどこがどういうように担当されるんですか。 

〇谷川危機管理課長 

施設自体の運営の方は指定管理者のほうで運営

していただくということになります。現地対策本

部に関しては、三瓶支所総務課が指揮をとるとい

うことになりますので、その後の現地対策本部の

運営訓練も含めて、そちらのほうは三瓶支所総務

課のほうで行うということにしております。 

〇井関委員 

ふだんはそこにはいなくて、災害が起きたとき

にだけ職員がそこに行くということでよろしいで

すか。 

〇谷川危機管理課長 

現地対策本部としての職員派遣は、津波災害等

発生した場合になります。ただ、発電機等の施設

は通常でも使えますので、チャレンジ・スペース

の運営の際に自然災害と風水害等で停電等が発生

した場合には、そちらの非常発電機を使って照明

等を使っていただくとかいうようなことも、今後

指定管理者とも協議をしながら進めていきたいと

思っております。 

〇竹﨑委員 

関連です。地元の古老、古い書物によります

と、新池という池があるんですが、そこの下まで

船が流されている、ということは言い伝えとして

も残ってます。つまり非常変災、大きな津波の際

には、石崎という地区があって橋があるんです、

そこから上が新池です。ですからその石崎という

ところを超えて、さらに新池の下まで船が流れて

るっていう記録があるわけですから、心配するの

は、せっかくその今の支所では役に立たない、そ

ういう意味で、支所総務課が緊急の場合、津波災

害等あそこへ移動して町民の安心安全の拠点とす

るというのも非常にありがたいことです。です

が、一つだけ気になるのは高さの点、ですので、

想定外という状態が起こりうるということがある
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ので、できるだけ発電機とかそういうものについ

てはもう少し高い場所へ、今ある高さはどのぐら

いかわかりませんけれども、そのあたりも精査し

ていただいて、安心安全をさらに高めていただく

と、より住民は安心できると思います。よろしく

お願いします。 

〇谷川危機管理課長 

御指摘ありがとうございます。今回のチャレン

ジ・スペースの建設場所につきましては、市が愛

媛県の被害想定をもとにつくっております、津波

ハザードマップにおきまして、約50センチ程度の

浸水深があるということでございます。ですの

で、盛り土の造成はしませんけれども、事務所ス

ペースがある床面を基礎部分から１メートル上げ

るというふうな設計とお聞きしております。しか

しながら、想定外ということもありますが、最大

想定というのは1,000年に１度クラスの津波災害

を想定しておりますので、それより頻度は高くて

も津波の影響が少ない、災害には十分対応できる

かというふうに思っております。まだまだそこで

も大丈夫なのかという話もありますので、今後も

現地対策本部も可能な限り、そういうまず施設が

必要になると思うんですけれども、今回チャレン

ジ・スペースを使用させていただくということに

なりましたが、これからもそういう検討は随時行

っていきたいというふうに思っております。あり

がとうございます。 

〇中村敬治委員 

23ページの、自主防災組織活動育成補助金事業

120万ということについて質問させてもらいます

が、これやっと県が補助をするということで、市

も残りを全部負担するということで、自主防災組

織としては非常にありがたいことで、100％補助

ということになりますので、いろんな資機材が拡

充できるんじゃないかと思いますが、実際は今話

聞きますと30万円で４組織というようなことを説

明があったわけですけども、市内には自主防災組

織が68ぐらいあると聞いておって、それぞれ規模

の大小とか、取り組み方の意欲のでこぼことか、

非常に相当格差があると聞いております。そうい

う中で、やはり言われております自助、共助、公

助という中の発災直後の自助、共助というのが１

番大事なことで、今までそういうことで地域づく

り協力の形で補助金を利用して施設整備をされて

おると思いますが、どういう自主防災組織として

はですね、規模の大小もありますけども、施設の

整備をしていくことを目標としておって、68ある

組織をですねどういうように今後レベルアップを

図っていく計画なのか、その辺計画があれば、全

額補助が続く限りぜひとも早くそういう体制を構

築していただきたいという気持ちがありますの

で、どういう考えで今後こういう自主防災組織の

組織力を向上される計画あるかお伺いします。 

〇谷川危機管理課長 

まず予算計上しております４組織という組織数

につきましては、県の補助金を策定される、予算

の段階で県のほうで各20市町の状況を見て割り当

てという形で、西予市４組織いただいておりま

す、その分を計上させていただいております。先

ほどの予算の説明でも少し触れましたけれども、

今回のこの県の補助金に関しましては、市がこれ

まで行ってきました自主防災組織の補助金、いろ

いろな備品購入とかっていう細々したものが余り

メニューにはなくて、もう少し大きく、防災訓練

に要する費用とか、地区防災計画を策定するため

の講師派遣費用とかそれらを配布するまでの経費

とかというふうに、ある程度対象経費というもの

が限られております。ですので、これまで既存の

市の補助金も活用していただきながら、こちらの

ほうはこれまで議会でも答弁させていただきまし

たけれども、西予市の広い範囲の中でそれぞれ地

域との災害特性が違う状況を鑑みて、より地域に

即した計画を、各組織ごとに組み立てていただき

たいということで、地区防災計画の支援に対して

を行う考えでおります。これまで地区防災計画、

それぞれ市の方まで上がってきてない地区のほう

でつくられた地区はありますけれども、具体的に

国が推奨しておる、地域防災計画にまで載せる地

区防災計画っていうのはまだでき上がっておりま

せんので、もうこの件の３カ年事業を利用して、

68組織あります自主防災組織全てということには

この補助金の活用ができないと思いますが、ある

程度その策定を支援したものをもとに、全ての組

織において計画が策定できるように、地域におい

てはこの補助金を活用していただいて、市のほう

ではそれをさらにこう広げていくような取り組み

につなげていきたいというふうに考えておりま

す。 

〇中村敬治委員 

地区防災計画策定というのはこれ非常に大事な
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ことですので、先に策定に向けての支援をしたい

ということですけど、資機材等については補助が

あるんじゃないかと思いますけれども、これはな

いのですかね、この辺、地区防災計画策定に主眼

を置いた形での県の補助の要件というのがそうな

っておるんですか。その優先順位というのは、何

か決まったようなものがあるのかどうか。その辺

あれば具体的にですね、どういう地区防災計画、

皆どこも策定されてないと、68組織どこもないと

いうことですから、それをつくるのに１カ所、

30万ほどずつかかるということであれば、これは

もうこれでもうそれ以上のことはできないわけで

すけれども、いろいろ地域振興基金なんかでいろ

んな資機材が買われておるところもあります、設

置されておるところもあると思いますけども、そ

ういうものがまだまだないところもあろうと思い

ますが、その辺はいかがですか。 

〇谷川危機管理課長 

県の補助事業ですけれども、補助対象経費と認

められておるものをちょっと上げさせていただき

たいと思います。先ほど言いましたように講師等

を派遣する場合の報奨費、それから講師派遣に関

する旅費、それから需用費ですね、用紙代とか消

耗品費、それから燃料費、印刷製本費、それから

役務費それから委託料、これは専門性が高く事業

実施に必要な委託であってということですので、

大学生さんに委託されるとかというような形にな

るのかと思います。それから使用料関係、それか

らおっしゃられました備品購入費もあります。 

こちらのほうは、事業の目的を達成するために

必要となる資機材等の備品の購入にかかる経費と

いうことになっております。主なものということ

はそういうことになります。 

これから組織を選定してやっていただく中で、

当然目的を達するために、地区防災計画をまず作

るのに訓練を実施するとか、そのときに必要な資

機材であるとかっていうことを、地域のほうとも

話し合いをしてですね、必要であればそれは当

然、申請金額の中には入れたいと思います。た

だ、いかんせん30万円という限られた予算であり

ますし、先ほど目的を達成するために必要なもの

ということになっておりますので、うちのほう

が、既存にあります、自主防災組織の補助金のほ

うも組み合わせて御使用いただいても構いません

し、可能な限り必要なものは支援を行っていきた

いというふうに思っております。 

〇井関委員 

 今の組織の問題なんですけども、実際、課長も

来ていただいとった防災のワークショップの中

で、上野地区がこういうことをやられたというこ

とで、そこにおられた野村の人らはそれに感銘を

受けて、いろいろやっていきたいなという意見が

結構ちらほらと聞くようになりました。その中で

この４組織しかいけないっていう話になります

と、なかなか選定が難しいんじゃないかなと思う

んですけども、この４組織だけじゃないといけん

っていうことになると、手挙げた順番になるのか

その辺はどういうふうに取り決められる予定です

か。 

〇谷川危機管理課長 

地区防災計画に関しては、全ての地域でつくっ

ていただきたいというふうにも考えております。

ただ、行政側のサポート力にも限界があります

し、補助事業として使えるのも４事業の掛ける３

カ年あったとしても12組織ということになろうか

と思います。ただ、今昨年の災害以降、愛媛大学

のほうも全面的に協力をいただいてですね、海岸

部の津波災害に関しましては、事前復興共同研究

ということで、愛媛県と沿岸５市町、愛媛大学、

東京大学で共同研究をさせていただいておりま

す。こちらのほうでも既に明浜地区において、ワ

ークショップを開催して、今宮野浦を先頭にやっ

ておるんですけど、ここの着地点も、地区防災計

画の策定というふうなところに置いております。

今後、９月に３回宮野浦でワークショップをさせ

ていただいたんですけど、今後、明浜のほかの地

区にも同様なワークショップを開催していくとい

うことで協議を行っています。こういった事業も

活用しながら、地区防災計画を進めさせていただ

く、こちらの自主防災組織の補助金等に関して

も、目的は同じなんですけど、愛媛大学等の御協

力もいただきながら先ほど、井関議員もこの前参

加をしていただいておりますけれども、野村地区

のほうでそういう動きが活発化しております。ぜ

ひ、そういったところから、ことしはまた年度途

中の事業ということもありますので、なおさらそ

ういったワークショップ等を進めているところを

まず優先的に進めたいと思っております。ただ、

予算的にも補助の年限からも、全てをこの補助金

ではカバーできませんので、あとは行政側もノウ
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ハウを蓄積させていただいて、西予市主導でそう

いう策定を進めていくという方向で、行政も勉強

しながら取り組んでいきたいというふうに思って

おります。 

〇佐藤委員長 

ほかに質疑はありませんか。以上で質疑を終結

といたします。 

お諮りいたします。議案第143号 令和元年度西

予市一般会計補正予算（第２号）危機管理課所管

分について、原案の原案に賛成の委員の挙手を求

めます。 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（11：17） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（11：19） 

 

【税務課】 

〇佐藤委員長 

それでは、議案第136号 西予市税条例の一部を

改正する条例制定について、を議題といたしま

す。浜田課長の説明を求めます。 

〇浜田税務課長 

それでは、西予市税条例の一部を改正する条例

制定につきまして御説明申し上げます。 

平成28年度の税制改正におきまして、自動車税

及び軽自動車税において、それぞれ環境性能割が

創設され、現行の自動車税を自動車税種別割、軽

自動車税を軽自動車税種別割とし、令和元年10月

１日から施行されることになっております。 

今回の改正は、軽自動車税環境性能割の賦課徴

収費については、当分の間県が行うこととなって

おりまして、そのため、市町の軽自動車税環境性

能割に係る非課税対象車両の範囲を県の自動車税

環境性能割の対象車両の同一の取り扱いとするた

め、本条例の一部を改正するものであります。以

上、よろしく御審議の上、御決定くださいますよ

うお願いいたします。 

〇佐藤委員長 

浜田課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

以上で質疑を終結といたします。お諮りいたし

ます。 

議案第136号 西予市税条例の一部を改正する条

例制定について、原案に賛成の委員の挙手を求め

ます。 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（11：22） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（11：23） 

 

【総務課】 

それでは続きまして、議案第134号 西予市会計

年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制

定についてを議題といたします。山住課長の説明

を求めます。 

〇山住総務課長 

それでは審査していただきます、総務課所管の

議案第134号、西予市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例制定について御説明させ

ていただきます。 

議案書18ページをお開き願います。会計年度任

用職員制度につきましては、これまでも各種の会

議等で御説明をいたしておりますが、50年に1度

と言われるような大きな制度改正でございまし

て、当市ではこれまで関係部局と協議を重ねなが

ら制度設計を進め、このたび制度の大枠が固まり

ましたので、基本となる条例を上程するものでご

ざいます。 

全国の多くの自治体におきまして厳しい財政状

況を踏まえ、業務の効率化、組織のスリム化を図

る中で、多様化する行政需要に対応するため、臨

時・非常勤職員の果たす役割は非常に大きくなっ

ております。その数も年々増加傾向にあります。

しかしながら、臨時・非常勤職員制度の趣旨に沿

わない運用、また、適正な任用が確保されていな

い状況が問題となっていたところであります。こ

のような背景から地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律が公布され、公民館長等の特

別職非常勤職員の一部や、臨時・非常勤職員とし

て採用されてきた非正規職員につきましては、令

和２年４月から、全国的に統一された会計年度任

用職員制度へ移行することになりました。 

会計年度任用職員は地方公務員法の適用を受

け、条例規則等に基づき服務規律、給与等の支給

及び勤務条件が定められることになります。 

19ページをお開き願います。本条例では制度の
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移行に伴いまして、本市が任用する会計年度任用

職員の任用形態をフルタイムとパートタイムに分

け、当該職員に給付する給与、手当、または報酬

等に関して定めるものでございます。会計年度任

用職員はその職種に応じて一般職の正規職員の給

料表を適用し、前歴等により加算される号級格付

に基づく給料または報酬となります。また、職務

内容に応じた手当が支給されることになります。

給料の号給につきましては、会計年度任用職員の

職務が補助的業務であることを踏まえまして、上

限を設けることといたしております。 

期末手当につきましては現在フルタイムの臨時

職員等には2.8月分、パートタイムの場合はひと

月分を支給しておりますけれども、制度移行後に

おきましてはいずれも、正規職員と同様に、

2.6月分となります。またフルタイムの職員に

は、退職手当も支給されるということになりま

す。パートタイム職員の報酬につきましては、月

額の給料から勤務時間に応じた報酬額を算出し支

給をいたしますので、基本的にはパートタイムの

時給単価が上がるということから、同じ勤務時間

の場合は年収ベースでは上昇するということにな

ります。 

そのほか、社会保障、休暇制度につきましても

制度の充実を図ることといたしております。こう

した勤務条件等の待遇改善によりまして、現状の

まま移行した場合は、市財政の大きな負担が生じ

るということを踏まえまして一部の専門職を除い

て、会計年度任用職員、特に一般事務補助の職員

につきましては、パートタイムでの任用を基本の

方針とし、全体的に勤務時間の縮減を図ることと

いたしております。 

今後の運用上の詳細な点につきましては、さら

に関係部局、また職員組合等との協議を経て詰め

ていく予定といたしております。以上説明とさせ

ていただきます。よろしく御審議の上、御決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

〇佐藤委員長 

山住課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。 

質疑はありませんか。それでは、以上で質疑を

終結といたします。 

お諮りいたします。議案第134号 西予市会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（11：29） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（11：29） 

 

【総務課】 

〇佐藤委員長 

それでは、議案第135号 地方公務員法及び地方

自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例制定について、を議題とい

たします。山住課長の説明を求めます。 

〇山住総務課長 

それでは続きまして30ページをお開きいただい

たらと思います。 

議案第135号 地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例制定について、御説明いたします。 

会計年度任用職員への移行に伴いまして、関係

する13の条例について所要の整備を今回行うもの

でございます。なお、整備に関する条例のうち、

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化

等を図るための関係法律の整備に関する法律の施

行に伴い、従来公務員の欠格要件でありました被

成年後見人の規定が削除されたことに伴い、あわ

せて関係条例の整備を行っております。 

それでは、各条文ごとに概要を説明させていた

だきます。第１条の西予市職員定数条例の一部改

正につきましては、常時勤務職員の考え方が今回

整理をされまして、職員定数から除かれる臨時の

職員には、臨時的任用職員のみが含まれるとした

ものでございます。なお会計年度任用職員は職員

定員にはそもそも含まれていないということにな

ります。 

第２条の西予市公益的法人等への職員の派遣等

に関する条例の一部改正については、条件付任用

期間、いわゆる試用期間でございますけども、こ

れが適用される職員に会計年度任用職員も含まれ

るとするものでございます。 

第３条の西予職員の分限に関する手続及び効果

に関する条例の一部改正は、分限処分の対象に会

計年度任用職員を加えるもので、その休職期間に

つきましては一般職が３年が上限でございます

が、会計年度任用職員はその任期内とするもので
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ございます。 

第４条の西予市職員の懲戒の手続及び効果に関

する条例の一部改正につきましては、懲戒処分の

対象に会計年度任用職員を加えることによるもの

でございます。 

第５条の西予市職員の勤務時間休暇等に関する

条例の一部改正につきましては、会計年度任用職

員の勤務時間及び休暇等については、規則に定め

ることとしたものでございます。 

続いて第６条の西予市職員の育児休業等に関す

る条例の一部改正につきましては、会計年度任用

職員には勤勉手当を支給しないということによる

ものでございます。 

第７条の西予市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につき

ましては、会計年度任用職員に期末手当を支給す

ることができる規定が、地方自治法の第230条の

２に加えられたことに伴い、その条ずれの整備を

行うものでございます。 

第８条の西予市職員の給与に関する条例の一部

改正につきましては、会計年度任用職員の給与に

関しては別の条例で定める、つまり先ほどの西予

市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例を根拠とすること、また、公務員の欠格条項

から被成年後見人の規定が削除されたことによる

ものでございます。 

第９条の西予市単純な労務に雇用される職員の

給与の種類及び基準を定める条例の一部改正は、

単純な労務に雇用される職員に分離される会計年

度任用職員に係る給料及び手当の支給に関する規

定を加えるということと、公務員の欠格条項の改

正に伴う整備を行うものであります。 

次に第10条の西予市職員等の旅費に関する条例

の一部改正につきましては、旅費条例の適用から

はパートタイムの会計年度任用職員は除くと、い

うこととしたものでございます。ただし、パート

タイムの会計年度任用職員の出張等に対しまして

は、この旅費条例の例によりまして費用弁償を支

給するということといたしております。 

続いて第11条の西予市消防団員の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正につきましては、地

方自治法の改正による条ずれの整備を行うもので

あります。 

第12条の西予市人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例の一部改正につきましては、毎年度

公表をいたしております、人事行政の運営の状況

の対象となる職員からフルタイムの会計年度任用

職員を除くことによるものでございます。 

最後になりますが、第13条の外国の地方公共団

体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条

例の一部改正につきましては、地方公務員法の改

正に伴い、適用条項の整備を行うものでございま

す。なお、会計年度任用職員に係る改正につきま

しては、令和２年、来年の４月１日から施行いた

しますが、公務員の欠格条項の改正に係る改正に

つきましては、法の施行にあわせまして令和元年

12月14日から施行ということになっております。 

以上説明とさせていただきます。よろしく御審

議の上御決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

〇佐藤委員長 

山住課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

以上で質疑を終結といたします。お諮りいたし

ます。 

議案第135号 地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例制定について、原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（11：36） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（11：36） 

 

【総務課】 

〇佐藤委員長 

続きまして、議案第143号 令和元年度西予市一

般会計補正予算（第２号）総務課所管分を議題と

いたします。山住課長の説明を求めます。 

〇山住総務課長 

それでは次に、議案第143号 令和元年度西予市

一般会計補正予算（第２号）のうち、総務課所管

分について御説明をさせていただきます。 

今回は歳出のみの補正となっております。予算

書15ページをお開きください。２款総務費、１項

総務管理費、１目一般管理費、総務課庶務事業

198万5000円でございますが、こちらは明浜支所

総務課に在籍する職員が、産休、育休の休暇を取
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得するため、その代替の臨時職員にかかる経費、

また三瓶総務課におきましては、ことしの５月１

日付けで人事異動に伴い正規職員が１名減となっ

ております。今後の業務量等を鑑みた場合に、そ

の補助を行う臨時職員が必要ということで、その

経費を計上するものでございます。 

続いて16ページをお開き願います。３款民生

費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の財源

内訳におきまして、人件費の財源に子ども子育て

支援事業費国庫補助金100万円を充当し、一般財

源を減額するものでございます。以上説明とさせ

ていただきます。よろしく御審議の上、御決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

〇佐藤委員長 

山住課長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。 

質疑はありませんか。以上で質疑を終結といた

します。お諮りいたします。 

議案第143号 令和元年度西予市一般会計補正予

算（第２号）総務課所管分について、原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は原案どおり可決決定することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（11：39） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（11：42） 

 

【議会事務局】 

ここからは、議会事務局の審査となります。審

査に先立ちまして冨永議会事務局長より挨拶をお

願いいたします。 

〇冨永議会事務局長 

 挨拶を行う。 

〇佐藤委員長 

それでは続きまして、議案審査のほうに入りた

いと思います。 

議案第143号 令和元年度西予市一般会計補正予

算（第２号）議会事務局所管分を議題といたしま

す。冨永局長の説明を求めます。 

〇冨永議会事務局長 

それでは、議案第143号 令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）のうち、議会事務局所管

分について御説明申し上げます。 

予算書15ページをお開きください。１款１項１

目議会費95万5000円の補正は、委員会事業であり

ます。令和元年６月18日に設置されました、西予

市指定管理施設調査検討特別委員会、９名及び随

行職員１名の行政視察研修に係る旅費及び車の借

上料が主なものでございます。なお、令和元年６

月10日に可決されました、西予市地域防災体制特

別委員会２名の定数減においては、今回の補正で

相殺しております。以上、議会事務局所管分につ

いての説明を終わります。御審議の上、御決定く

ださいますようよろしくお願いいたします。 

〇佐藤委員長 

冨永局長の説明は終わりました。これより質疑

を行います。質疑はありませんか。 

以上で質疑を終結といたします。お諮りいたし

ます。議案第143号 令和元年度西予市一般会計補

正予算（第２号）議会事務局所管分について、原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は原案どおり可決決定することに決しました。 

それでは、予定されておりました議案審議が終

了いたしましたので、これにて令和元年度第３回

定例会総務常任委員会を散会いたします。午後か

らは、請願・陳情の審査を同委員会室で行いま

す。 

〇兵頭副委員長 

ご起立ください。お疲れ様でした。 

 

 

【請願・陳情審査】 

【請願審査】 

 再開：午後２時２分 

〇佐藤委員長 

それではこれより、請願第１号 山田薬師巨石

の保存を求める請願書について、を議題といたし

ます。請願の内容につきましては、先日の委員会

協議会の折に配信をしておりますので、朗読は省

略をいたします。本請願の審査に当たっては、西

予市議会基本条例第５条第３項の規定に基づき、

提出者から現地で説明を求めたところです。 

それではこれより、審査に入ります。御意見は

ございませんか。 

〇菊池委員 

今現地視察に行きまして、住民の方からいろい

ろ聞きました。それであそこは今お寺ですけど、

今守りをしてる人が亡くなられたんで、よそから
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来られとるみたいなんですけど、ふだんそういう

ことで、住人としてはおられんのですけれども、

地区の人の話聞いたら、もう、結構地区の人らが

頑張って、あそこを掃除したり、保存したり力を

入れられとるということで、さっき熱心に言われ

とったんですけど。そういうことも含めましてで

すね、あれがコテンとなったらいかんいうことで

何とかいう請願なんですけど、ちょっと専門家に

ですね、どういうふうな処理するのが１番有効的

なのか、そこにいろんな経済的なもんや、原型を

余りいじらないとかいうようなことも、書いてあ

りましたので、そういうことも勘案しながら、金

額的にやっぱり１番の問題金額ですけん、金額的

にどんなもんなんかなあっちゅうのを、ちょっと

出してもらうということで、やるかどうかという

ことになったら私は賛成ですね、ジオパークの非

常に貴重な物語がちゃんとある、そういう由緒正

しい石ですけん。そこら辺のことは含めて、私は

取り組んだらいいというふうに思います。以上で

す。 

〇佐藤委員長 

ほかに御意見はございませんか。 

〇中村敬治委員 

私も菊池委員と同じように、石城地区の議員で

すから、今、菊池委員から提案がありましたよう

に、一応できれば委員会で採択をしていただきま

してですね。調査をした上で、次のステップに進

むのが、調査した結果、多分これは不要だという

ような結論が出ればの話ですけど、そういうこと

はないと思いますので、やはり何らかの対策を講

じる必要は、あれだけ亀裂が入って不安定な状態

になって、徐々に徐々に広がっておりますので、

いずれ何かの拍子にぱかっと大きく割れて、人身

事故にもつながりかねないという、参拝客の方あ

るいは、年に１度の４月８日の花祭りの時には、

非常にたくさんの人が来られてこの周辺では餅ま

きもしますし、いろんな行事が行われております

ので、そういう中で、大事故などにつながらない

ためにも、何らかの検討はしておく必要がある

し、また検討結果によっては、どういうような方

向へ対策を進めるか進めないかも含めてですね、

まず検討すると、この採択をして検討していただ

くということが１番大事なことではないか、その

検討結果を踏まえてまたどうするかということ

は、また、行政側でまた判断していただけるんじ

ゃないかと思いますので、ぜひこの請願について

は採択をしたい、という方向で賛成いたします。 

〇佐藤委員長 

ほか、御意見はございませんでしょうか。 

〇井関委員 

これもにも書いてありますが、７月16日に回答

があるということで、西予市から一応回答は出て

いるという中で50万円を限度にというような話が

ありますが、この会として、この委員会として、

そういうことではなくって、もっとその上をいっ

て改修するんであれば、もっと対応してください

というようなほうに受けとめるのか。どういうふ

うに対応されるのか、そこら辺をもうちょっと皆

さんの意見を聞いとったらいいんじゃないかなと

思います。 

〇佐藤委員長 

今、井関委員のほうから、要望書市のほうに出

ていて、回答が行政のほうから出てる分も資料に

ついてあると思います。その中で、巨石の保全工

事に関しては、ジオサイト整備事業の対象となる

ため、調査設計費用及び工事費について補助対象

経費の５割が補助、ただし上限50万円とされます

っていうふうなことで回答が出ております。その

50万円の範囲内で整備をしてもらうのか、それ以

上のことをするのかっていうふうなことをちょっ

と、委員会のほうで聞いてみたらっていうことを

井関委員のほうから意見が出たのですが、どのよ

うな形で進めていくべきかっていうので、御意見

があればお伺いをいたします。 

〇中村敬治委員 

これは７月16日付けで、区長さんあて市長から

の回答ですから、それまでにいろいろやりとりさ

れた結果がここに集約されておることだろうと思

いますので、その後において９月議会においてこ

れ改めて、これでは何か制限がかかっておるし、

いろいろな制約がある中ですから、議会のほうへ

請願書を出してですね、こういう制約を前提とし

てやなしに、この文書は当然・・。 

〇井関委員 

７月１日です、16日より前です。 

〇中村敬治委員 

７月１日ですか、16日より前ですか。いずれに

しろ、議会のほうからも応援をということですの

でね。ですから、回答が50万円というていわれま

すけれども、調査をしてみたら50万円で終わるか
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どうかいうのもこれわからないわけですのでね。

そういう、市長からの回答文書に重きを置いて取

り扱うのではなくて、自由な立場でやはり調査に

臨んでいただいて、その調査結果に当然ステージ

プランがつくと思います。第１案であればこの程

度、２案であればこの程度という、いろんな景観

面でプラスとか、マイナスとかいろいろここに４

つの項目が地元から要望が出ておりますけれど

も、これらを点数化したときに、どれが１番望ま

しい、対策工事かというのは必然的に出てくると

思うんですよ。そういう中で、今言う、市長から

の回答に縛られるんではなくて、フリーの立場で

やってもらったら１番いいんかなと思って、私は

おります。 

〇佐藤委員長 

今、中村委員のほうから、今のそのような意見

が出ております。もう一つ気になるところってい

うのが、この回答書の中で、ジオパークのジオの

整備保全事業の対象しかできないですよっていう

ふうな形のものが、回答として出てるわけで、そ

れ以外のものになると、行政のほうもどれを使っ

ていいかっていうのが非常にわかりにくくなるの

ではないかっていうことと、それと一つ、ここを

お大師様とかっていうふうな形のものが入るとし

たら、政教分離的なものも関係をしてくるんじゃ

ないかなっていうふうにも感じるんですが、その

あたりのことについて、御意見はどんなでしょ

う。 

〇兵頭副委員長 

 暫時休憩願います。 

〇佐藤委員長 

暫時休憩を告げる。（14：12） 

 

再開を告げる。（14：16） 

〇兵頭副委員長 

ただいまの山田薬師の請願ですが、この請願を

見ますと、この内容自体が金額的なことは一つも

ありませんし、ただこの巨石を何とか保存してく

れという請願ですので、そういった観点からいき

ますと、これを認めるか認めないか、採択するか

採択しないかという判断だけでこの請願はそれで

いいんじゃないかと思います。 

〇佐藤委員長 

ほか、御意見はございませんか。 

ほかに御意見がないようですので、採決に移り

たいと思います。 

請願第１号 山田薬師巨石の保存を求める請願

書について、これを採択することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は採択することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（14：17） 

 

〇佐藤委員長 

再開を告げる。（14：20） 

 

【陳情審査】 

続いて陳情第４号 「家庭教育支援法」の制定

を求める意見書についてを議題といたします。陳

情の内容につきましては、先日の委員会協議会の

折に配信をしておりますので、朗読は省略をいた

します。 

これより審査に入ります。御意見はございませ

んか。 

〇中村敬治委員 

ちょっとお尋ねしますけれどもこれあの新聞記

事も、去年の12月21日で付いておりますが、その

後関係者の人は、西予市に限らず、県内の各市町

にこの陳情出されておると思うんですが、その辺

の経過は何か事務局のほうでは出されておるんで

すか、これ意見書ですよね、意見書とは書いてあ

りますけれども、その辺ちょっとお尋ねしたい

と。 

〇山下次長 

暫時休憩願います。 

〇佐藤委員長 

暫時休憩を告げる。（14：23） 

 

再開を告げる。（14：48） 

〇山下次長 

県下各市の状況でございますが、松山市、西条

市につきましては、陳情の提出がございません。

そして今治市は郵送で机上配布、宇和島市郵送で

不受理、伊予市につきましては12月審査予定とい

うことでございます。八幡浜市は郵送で議長預か

りとなっております。東温市は郵送で机上配布と

なっております。大洲市は郵送で机上配布という

ことでございました。その他、町につきまして

は、議会中のところが多く、返事待ちのところも

ございますが、おおむね提出がないというところ



 

－25－ 

がほとんどでございました。以上でございます。 

〇佐藤委員長 

ほかございませんか。 

〇菊池委員 

この陳情の内容を読んでいますと、家庭教育と

いうのはそれぞれの家庭が責任を持って、責任と

いうかもう当たり前のことですけど、やるという

のが基本ですけど。これができたらもう言うこと

ないと思うんです。しかし、それをやろうと思っ

ても、現代の社会では大変社会構造が変化しまし

て、非常にコミュニティーが薄れてきた、そうい

うこともありまして非常に関係、周りの関係が非

常に希薄化しております。そして、そういうこと

で孤立した家庭がふえているということが、いろ

いろ事件や、そういうことにもつながっておると

いうふうにみます。 

そういう意味ではやっぱりこれ、子どもたちを

ですね、しっかりした成長を応援するためにも、

その家庭というのはやっぱ社会と国の基本単位で

あって、家庭倫理というのがやっぱ社会倫理の基

礎になっていくことはこのとおりだと思います。

そういう意味でも、また教育基本法にもあります

ように、やっぱりそういう意味で、支援をしてい

くことはこれは非常にこれは大切なことやと思い

ます。その程度は考えんといけませんけど、ある

意味支援は、私は賛成いたします。以上です。 

〇佐藤委員長 

ほか御意見はございませんか。以上で質疑を終

結といたします。 

お諮りいたします。陳情第４号 「家庭教育支

援法」の制定を求める意見書については、採択す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員

であります。 

これにより、当委員会としては採択することに

決定いたしました。 

本委員会に付託されました請願・陳情について

の審査は全て終了いたしました。 

これにて閉会いたします。 

〇兵頭副委員長 

御起立ください。以上で令和元年度第３回定例

会総務常任委員会を閉会いたします。 

 

閉会：午後３時０４分 
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